
　上記の事項は、法令および当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただい
た株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
　なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電
子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第９期定時株主総会招集ご通知に際しての
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において以下の「内部統制シス
テムの整備に関する基本方針」を以下の通り定めております。当社の内部統制決議の内容及び当
期における各項目の運用状況は以下のとおりであります。
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ当社取締役会は、法令、定款、株主総会決議並びに取締役会決議等に従い、経営に関する重
要な事項を決定する。
ⅱ当社は、当社グループの役員及び従業員が健全に職務を遂行するために「リスク・コンプラ
イアンス委員会」の設置及び「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し周知徹底す
る。
ⅲ当社は、法令違反その他法令上疑義のある行為等を早期に発見し、適切に対応するため、内
部通報窓口を社内及び社外に設置し、当社グループの役員及び従業員等を対象として運用す
る。

ⅳ当社は、社長直轄の内部監査担当者を置き、当社グループ全体の業務遂行及びコンプライア
ンスの状況等について監査を実施する。また、定期的に代表取締役社長及び監査役会にその
結果を報告する。

②取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ当社は、職務権限に関する社内規程を制定するとともに、毎月取締役会を開催し、経営上の
基本方針及び重要事項の決定並びに当社グループの業務執行の監督を行う。

ⅱ当社は、定例の取締役会を月１回実施し、常に監査役が出席して業務の適正及び効率性につ
いて監査する。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適時適切な業務執行を確保す
る。

③取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役の職務執行に係る情報等に関し、法令及び社内規程等に基づき適切に保存・
管理し、これらを閲覧できる体制を構築する。

④当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ当社は、当社グループ会社間の取引を法令、会計原則及びその他の社会規範に照らし、適切
に行う。
ⅱ内部監査担当者は、当社グループを定期的に監査し、法令等及び各種社内規程の周知・徹底
及び適正な業務活動が行われているか監査する。また、監査内容に関しては定期的に報告書
を作成し、監査報告及び是正状況を社長に報告する。
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ⅲ当社は、子会社管理規程に基づき、リスク管理状況に係る報告を求めるとともに必要な助言
等を行う。

⑤損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ経営上の重要な事項は、審議基準に基づいて取締役会その他会議体により、リスクを審議・
評価したうえで意思決定を行う。
ⅱ当社グループは、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体
制を整備するとともに、再発防止策を講じる。

⑥監査役への報告に関する体制及びその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制
ⅰ当社グループの取締役及び従業員は、業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼす恐れのある
事項を発見したときは、その内容を直ちに監査役に報告しなければならない。

ⅱ当社は、監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない旨を
「リスク管理・コンプライアンス規程」に定める。

⑦監査役の職務の執行について生ずる費用・債務の処理方針に関する事項
　監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁する。
⑧監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の求めがある場合、職務を補助すべき使用人を置く。当該使用人は、監査役の指揮命
令に従うものとし、その人事については監査役と事前に協議を行う。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
ⅱ代表取締役社長及び内部監査担当者は、監査役と定期的に意見交換を行う。
ⅲ監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し
監査の有効性、効率性を高める。
ⅳ監査役は、取締役会を始め、執行役員会等重要な会議に出席することにより、重要な報告を
受ける体制とする。

⑩財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本
方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

⑪反社会的勢力排除に係る基本方針
　当社は、「反社会的勢力の排除に関する規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を遮
断することを基本方針とする。その旨を役員及び従業員に周知徹底するとともに、外部機関
からの情報収集に努め、事案発生時、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間の実施状況は、以下のとおりであ
ります。
①　取締役会を12回開催し、法令等に定められた事項や経営方針、予算の策定等経営に関する
重要事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに、法令及び定款等
への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。
②　監査役会を12回開催し、監査方針・監査計画を協議決定し、取締役会をはじめとした重要
な会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令及び定款等に対
する遵守について監査いたしました。
③　内部監査担当者は、内部監査計画に基づき、当社及び重要な子会社の内部監査を行うととも
に、代表取締役社長及び監査役会に報告を行いました。

④　財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を
実施いたしました。
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(2023年４月 １日から
2024年３月31日まで)

株 主 資 本
純 資 産 合 計

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 100,000 10 2,327,373 △86 2,427,297 2,427,297

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 257,372 257,372 257,372

当連結会計年度変動額合計 - - 257,372 - 257,372 257,372

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 100,000 10 2,584,746 △86 2,684,669 2,684,669

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称
　　主要な連結子会社の名称は事業報告内の「１．企業集団の現況に関する事項（３）重要な親会社及び子

会社の状況」に記載のとおりであります。

(2) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ.有価証券の評価基準及び評価方法
　満期保有目的の債券
　　償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ.棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

② 固定資産の減価償却方法
イ.有形固定資産（リース資産を除く）
　　定率法を採用しております。
　　ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建物及び構築物　10年～50年

ロ.無形固定資産（リース資産を除く）
　　定額法を採用しております。
　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　ソフトウエア　５年

ハ.リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該
残価保証額)とする定額法を採用しております。
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③ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

④ 引当金の計上基準
賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準
　セキュリティ事業においては、主に防犯カメラ等の販売を行っており、顧客との販売契約に基づき商品
を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に
対する支配を獲得して充足されると判断し、収益を認識しております。なお、取引は全て国内の販売であ
り、出荷時から商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を
認識しております。セキュリティ事業に関する取引の対価は、商品引き渡し後、概ね１～６ヵ月以内に受
領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、商品の据付工事に係る収益は、
主に電気工事によるものであり、顧客との契約に基づいて工事の履行義務を負っております。当該履行義
務は、期間が３ヵ月未満の短期間に遂行されることから、完成工事の検収時点で収益を認識しておりま
す。商品の据付工事に関する取引の対価は、工事検収後、概ね１～６ヵ月以内に受領しており、対価の金
額に重要な金融要素は含まれておりません。
　モバイル事業においては、主に移動体通信機器を販売することにより、顧客及び代理店契約を締結して
いる通信キャリアより対価及び手数料収入を受領しております。当該収益を、顧客へ当該商品を引き渡す
一時点において、認識しております。取引の対価は、商品引き渡し後、概ね１ヵ月以内に受領しており、
対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

2. 表示方法の変更

(連結損益計算書)

前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「還付加算金」(当連結会計年度は7千円）は、金額的

重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
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当連結会計年度
（2024年３月31日）

商品及び製品 750,174千円
うち、セキュリティ事業における
商品及び製品 594,661千円

総資産に占める割合 14.9%

繰延税金資産 40,636千円

3. 会計上の見積りに関する注記
(1) セキュリティ事業における棚卸資産の評価

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　一定期間以上滞留が認められる棚卸資産については、将来の販売可能性が低下しつつあると仮定し、引

き合いや受注状況等を考慮し総合的に検証を行った上で、販売可能性が低下したと認められる場合には簿
価切下げを実施しております。また、市況変化により販売単価が棚卸在庫単価を下回る等、棚卸資産の収
益性が低下したと認められる場合にも、同様に簿価切下げを実施しております。しかしながら、将来にお
いて、販売先の需要が縮小した場合、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となり、翌連結
会計年度において、回収が見込まれない棚卸資産の評価損を計上する可能性があります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生
した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において繰延税金
資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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建物及び構築物 460,628千円
土地 203,091千円

計 663,720千円

１年内返済予定の長期借入金 49,050千円
長期借入金 383,245千円

計 432,295千円

当座貸越契約の総額 3,440,000千円
借入実行残高 110,000千円

差引 3,330,000千円

普通株式 2,707,000株

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配 当 金 基 準 日 効力発生日

2024年６月21日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 27,069千円 10円 2024年

３月31日
2024年
6月24日

4. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

(2) 当座貸越契約
当社グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとお
りであります。

(3) 有形固定資産の減価償却累計額   375,098千円

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等
　　該当事項はありません。
②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
　となる株式の種類及び数

　　該当事項はありません。

－ 8 －



(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
投 資 有 価 証 券
( 満 期 保 有 目 的 の 債 券 ) 10,000 9,977 △23
長期借入金（１年以内返済
予 定 額 を 含 む ） 555,350 555,358 8

6. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取り組み方針
　当社グループは、設備投資計画に照らし、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な
余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
す。

②金融商品の内容及びリスク並びにリスクの管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は取引先の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による貸倒懸念の
早期把握を図っております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は１年以内の支払期日であります。未払法人税等は、法人税、住民
税（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額であり、そのほぼ全てが２ヶ月以内に納
付期限が到来するものであります。借入金は営業取引に係る資金調達であり、当社グループでは、月次で
資金繰計画を作成するなどの方法により資金調達に係る流動性リスクを管理しています。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　　　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、買掛金、短期借入金、未
払法人税等は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整）の相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが属する
レベルのうち、 時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（単位：千円）
報告セグメント その他

合計
セキュリティ事業 モバイル事業 計 （注）

売上高
顧客との
契約から
生じる収
益

2,937,929 2,209,482 5,147,411 - 5,147,411

その他の
収益 - - - 12,403 12,403

外部顧客へ
の売上高 2,937,929 2,209,482 5,147,411 12,403 5,159,814

計 2,937,929 2,209,482 5,147,411 12,403 5,159,814

投資有価証券（満期保有目的の債券）
　取引金融機関等から提示された価格を用いており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年以内返済予定額を含む）
　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後
大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によって
おります。
　固定金利によるものは、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値
により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

7. 収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり不動産賃貸事業等を含んでおり
ます。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」、「(2)会計方針に関する事項」

の「⑤収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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(1) １株当たり純資産額 991円77銭
(2) １株当たり当期純利益 95円08銭

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

　金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
②残存履行義務に配分した取引価格

　契約期間が1年を超える重要な契約が無いため、記載を省略しております。

8. １株当たり情報に関する注記

9. 重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。

10. その他の注記
　　該当事項はありません。
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(2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで)

株 主 資 本

純資産合計
資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株主資本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 100,000 24,867 24,867 841,559 841,559 △86 966,339 966,339

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 90,429 90,429 90,429 90,429

当 期 変 動 額 合 計 - - - 90,429 90,429 - 90,429 90,429

当 期 末 残 高 100,000 24,867 24,867 931,988 931,988 △86 1,056,769 1,056,769

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

関係会社株式
移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用
　しております。

(3) 固定資産の減価償却方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。
　ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　建物　　10年～50年
　　構築物　10年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　のれん　５年
　　ソフトウエア　５年

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該
残価保証額)とする定額法を採用しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
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　ります。

(5) 引当金の計上基準
賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(6) 収益及び費用の計上基準
　セキュリティ事業においては、主に防犯カメラ等の販売を行っており、顧客との販売契約に基づき商品を
引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対す
る支配を獲得して充足されると判断し、収益を認識しております。なお、取引は全て国内の販売であり、出
荷時から商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識して
おります。セキュリティ事業に関する取引の対価は、商品引き渡し後、概ね１～６ヵ月以内に受領してお
り、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、商品の据付工事に係る収益は、主に電気工
事によるものであり、顧客との契約に基づいて工事の履行義務を負っております。当該履行義務は、期間が
３ヵ月未満の短期間に遂行されることから、完成工事の検収時点で収益を認識しております。商品の据付工
事に関する取引の対価は、工事検収後、概ね１～６ヵ月以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素
は含まれておりません。
　モバイル事業においては、主に移動体通信機器を販売することにより、顧客及び代理店契約を締結してい
る通信キャリアより対価及び手数料収入を受領しております。当該収益を、顧客へ当該商品を引き渡す一時
点において、認識しております。取引の対価は、商品引き渡し後、概ね１ヵ月以内に受領しており、対価の
金額に重要な金融要素は含まれておりません。

2. 表示方法の変更

(損益計算書)

前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「還付加算金」（当事業年度は7千円）は、金額的重要性

が乏しくなったため、当事業年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
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当事業年度
（2024年３月31日）

商品及び製品 182,708千円
うち、セキュリティ事業における
商品及び製品 27,195千円

総資産に占める割合 1.3%

　繰延税金資産 9,232千円

建物 445,389千円
構築物 15,239千円
土地 203,091千円

計 663,720千円

１年内返済予定の長期借入金 49,050千円
長期借入金 383,245千円

計 432,295千円

3. 会計上の見積りに関する注記
(1) セキュリティ事業における棚卸資産の評価

①当事業年度の計算書類に計上した額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①の金額の算出方法は、連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記 (1)セキュリティ事業における

棚卸資産の評価」と同一であります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の計算書類に計上した額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①の金額の算出方法は、連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記 (2)繰延税金資産の回収可能

性」と同一であります。

4. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務
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当座貸越契約の総額 1,850,000千円
借入実行残高 100,000千円

差引 1,750,000千円

買掛金 112,992千円

仕入高 831,548千円

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
　普通株式 43株

繰延税金資産
賞与引当金 5,537千円
未払社会保険料 873千円
未払事業税 2,309千円
棚卸資産評価損 512千円
敷金償却 3,772千円
投資有価証券評価損 1,027千円
繰延税金資産小計 14,032千円
評価性引当額 △4,800千円
繰延税金資産合計 9,232千円

(2) 当座貸越契約
　　当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しておりま
　す。これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであり
　ます。

(3) 有形固定資産の減価償却累計額   303,621千円
(4) 関係会社との取引高

5. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

6. 株主資本等変動計算書に関する注記

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等 の 名
称 又 は 氏 名 所 在 地

資本金又
は出資金
（千円）

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社 デ ィ ー ズ セ
キュリティ㈱

石 川 県
金 沢 市 50,000 セキュリティ商

材等の卸売業 100％ 役員の兼任
セキュリティ
商品の購入
（注）

464,117 買掛金 61,693

子会社 アクト通信㈱ 新 潟 県
長 岡 市 10,000 電気通信工事業 100％ 役員の兼任

防犯カメラ設
置工事
（注）

367,430 買掛金 51,299

(1) １株当たり純資産額 390円39銭
(2) １株当たり当期純利益 33円41銭

8. 関連当事者との取引に関する注記

（注）独立第三者取引と同様の一般的な取引条件で行っており、決裁権限・手続きは「職務権限規程」に基づき
処理しております。

9. １株当たり情報に関する注記

10. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　　連結注記表と同一であります。

11. 重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。

12. その他の注記
　　該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朽 木 利 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 枝 和 之

独立監査人の監査報告書
2024年５月13日

ダイワ通信株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
北陸事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ダイワ通信株式会社の2023年4月1日

から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ダイワ通信株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び
実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朽 木 利 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 枝 和 之

独立監査人の監査報告書
2024年５月13日

ダイワ通信株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
北陸事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ダイワ通信株式会社の2023年4

月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

－ 22 －



・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第９期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査担当者その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（令和３年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
（１） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３） 連結計算書類の監査結果

　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２４年５月14日

ダイワ通信株式会社　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 岡本　誠　㊞

社外監査役 宮川　昌江　㊞

社外監査役 武部　勝　㊞
以　上
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